
























項目 号機 NＯ.１・２・３ 項目 号機 NＯ.４・５ 項目 号機 NＯ.６ 項目 号機 NＯ.7・８号機 項目 号機 NＯ.１１ 

用途 乗用（機械室レス型） 用途 寝台用（機械室レス型） 用途 荷物用（機械室あり） 用途 小荷物専用昇降機 用途 乗用（機械室レス型）

台数 ３台 台数 ２台 台数 １台 台数 ２台 台数 １台

制御方式 可変電圧可変周波数制御方式 制御方式 可変電圧可変周波数制御方式 制御方式 交流二段速度歯車式 制御方式 交流一段速度歯車式 制御方式 可変電圧可変周波数制御方式

操作方式 ３台群管理方式 操作方式 ２台郡乗合全自動方式 操作方式 乗合全自動方式 操作方式 相互階操作方式 操作方式 乗合全自動方式

積載荷重 １０００ｋｇ 積載荷重 １０００ｋｇ 積載荷重 ２０００ｋｇ 積載荷重 ２００ｋｇ 積載荷重 ４５０ｋｇ

定員 １５名 定員 １５名 定員 ―名 定員 ―名 定員 ６名

速度 ９０ m/min 速度 ６０ m/min 速度 ６０ m/min 速度 ２０m/min 速度 ４５ m/min

停止個所 ＮＯ．１・２：７ヶ所 （Ｂ１、１～６Ｆ） 停止個所 ＮＯ．４：７ヶ所 （Ｂ１、１～６Ｆ） 停止個所 正面：６ヶ所（Ｂ１、１、３～６Ｆ） 停止個所 ２ヶ所 （２～３Ｆ） 停止個所 ２ヶ所 （B１～１Ｆ）

ＮＯ．３：８ヶ所 （Ｂ１、１～６、ＲＦ） ＮＯ．５（正面）：７ヶ所 （Ｂ１、１～６Ｆ） 正面：６ヶ所（Ｂ１、２～６Ｆ）

昇降工程 ＮＯ．１・２：２６４００ｍｍ ＮＯ．５（背面）：１ヶ所 （Ｂ１Ｆ） 昇降工程 ２６４００ｍｍ 昇降工程 ４４００ｍｍ 昇降工程 ５５００ｍｍ

ＮＯ．３：３０６００ｍｍ 昇降工程 ＮＯ．４・５：２６４００ｍｍ 戸形式 ２枚戸片引き戸

戸形式 ２枚戸中央引き戸 出入口寸法(mm) 巾　　１７００×高さ２１００mm 戸形式 １枚戸上開き戸 戸形式 ２枚戸片引き戸

出入口寸法(mm) 巾　　９００×高さ２１００mm 戸形式 ２枚戸片引き戸 カゴ内法(mm) 開口２２００×奥行２０００mm 出入口寸法(mm) 巾　７４０×高さ１２００mm 出入口寸法(mm) 巾　８００×高さ２０００mm

カゴ内法(mm) 開口１６００×奥行１５００mm 出入口寸法(mm) 巾　　１２００×高さ２１００mm 動力電源 ＡＣ３φ ２００Ｖ　６０Ｈｚ カゴ内法(mm) 開口７４０×奥行１３５０mm カゴ内法(mm) 開口１０５０×奥行１１５０mm

動力電源 ＡＣ３φ ２００Ｖ　６０Ｈｚ カゴ内法(mm) 開口１５００×奥行２５００mm 照明電源 ＡＣ１φ １００Ｖ ６０Ｈｚ 動力電源 ＡＣ３φ ２００Ｖ　６０Ｈｚ 動力電源 ＡＣ３φ ２１０Ｖ　６０Ｈｚ

照明電源 ＡＣ１φ １００Ｖ ６０Ｈｚ 動力電源 ＡＣ３φ ２００Ｖ　６０Ｈｚ 電動機容量 ＡＣ　２２ＫＷ 照明電源 - 照明電源 ＡＣ１φ １００Ｖ ６０Ｈｚ

電動機容量 ＡＣ　９．２ ＫＷ（１台あたり） 照明電源 ＡＣ１φ １００Ｖ ６０Ｈｚ 地震 有 （Ｓ波・P波センサー） 電動機容量 ＡＣ　１．５ ＫＷ 電動機容量 ＡＣ　２．３ ＫＷ

地震 有 （Ｓ波・P波センサー） 電動機容量 ＡＣ　９．２ ＫＷ 管制運転 火災 有 地震 無 地震 有 （Ｓ波・P波センサー）

管制運転 火災 有 地震 有 （Ｓ波・P波センサー） 自家発 有 管制運転 火災 無 管制運転 火災 有

自家発 有 管制運転 火災 有 遮煙乗場スクリーン（各階） 停電 無 停電 有

遮煙エレベーター乗場戸（各階） 自家発 有 中央監視盤対応 工事工期【-】 遮煙エレベーター乗場戸（全階）

中央監視盤対応 遮煙乗場スクリーン（各階） １９８１年耐震 工事内容【-】 中央監視盤対応

車椅子仕様（３号機のみ） 中央監視盤対応 高調波対策 ２０１４年耐震

視覚障害者仕様（３号機のみ） 車椅子仕様（５号機のみ） 工事工期【平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日】 高調波対策

２００９年耐震 視覚障害者仕様（５号機のみ） 工事内容【制御改修工事】 工事工期【-】

高調波対策 ２００９年耐震 平成２６年４月１日　建築基準法施行令改正箇所 工事内容【-】

戸開走行保護装置 高調波対策 戸開走行保護装置の設置

工事工期【-】 戸開走行保護装置 安全に係る技術基準

工事内容【-】 工事工期【-】

平成２６年４月１日　建築基準法施行令改正箇所 工事内容【-】 平成２６年４月１日　建築基準法施行令改正箇所

平成２６年４月１日　建築基準法施行令改正箇所 安全に係る技術基準

戸開走行保護装置の設置

⇒制御改修工事にて対応可能

　（建物増築工事に伴う既存遡及要求なし）既
存
不

適
格
是

正
方
法

平成２６年４月１日　建築基準法施行令改正箇所

⇒対策工事不要

平成２６年４月１日　建築基準法施行令改正箇所

⇒対策工事不要

　（行政への届出のみ必要）
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　（行政への届出のみ必要）
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⇒制御改修工事にて対応可能

既存不適格項目無し

既存不適格項目無し
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項目 号機 NＯ.１ 項目 号機 NＯ.２ 項目 号機 NＯ.３

用途 寝台用（機械室レス型） 用途 人荷用（機械室レス型） 用途 小荷物専用昇降機

台数 １台 台数 １台 台数 １台

制御方式 可変電圧可変周波数制御方式 制御方式 可変電圧可変周波数制御方式 制御方式 可変電圧可変周波数制御方式

操作方式 乗合全自動方式 操作方式 乗合全自動方式 操作方式 相互階運転方式

積載荷重 １０００ｋｇ 積載荷重 ９００ｋｇ 積載荷重 ５０ｋｇ

定員 １５名 定員 １３名 定員 ―名

速度 ６０ m/min 速度 ６０ m/min 速度 ４５ m/min

停止個所 ３ヶ所 （１～３Ｆ） 停止個所 ３ヶ所 （１～３Ｆ） 停止個所 ３ヶ所 （１～３Ｆ）

昇降工程 ９２００ｍｍ

戸形式 ２枚戸片引き戸 昇降工程 ９２００ｍｍ 昇降工程 ９６００ｍｍ

出入口寸法(mm) 巾　１２００×高さ２１００mm

カゴ内法(mm) 開口１５００×奥行２５００mm 戸形式 ２枚戸両引き戸 戸形式 ２枚戸上開き戸

動力電源 ＡＣ３φ ２００Ｖ　６０Ｈｚ 出入口寸法(mm) 巾　　９００×高さ２１００mm 出入口寸法(mm) 巾　　５５０×高さ７８０mm

照明電源 ＡＣ１φ １００Ｖ ６０Ｈｚ カゴ内法(mm) 開口１６００×奥行１３５０mm カゴ内法(mm) 開口　５５０×奥行５５０mm

電動機容量 ＡＣ　６．２ ＫＷ 動力電源 ＡＣ３φ ２００Ｖ　６０Ｈｚ 動力電源 ＡＣ３φ ２００Ｖ　６０Ｈｚ

地震 有 （Ｓ波・P波センサー） 照明電源 ＡＣ１φ １００Ｖ ６０Ｈｚ 照明電源 ―

管制運転 火災 有 電動機容量 ＡＣ　５．６ ＫＷ 電動機容量 ＡＣ　０．４ ＫＷ

自家発 有 地震 有 （Ｓ波・P波センサー） 地震 無

遮煙エレベーター乗場戸（各階） 管制運転 火災 有 管制運転 火災 無

中央監視盤対応 自家発 有 自家発 無

車椅子仕様 遮煙エレベーター乗場戸（各階） 工事工期【-】

視覚障害者仕様 中央監視盤対応 工事内容【-】

１９９８年耐震 車椅子仕様

高調波対策 視覚障害者仕様

工事工期【平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日】 １９９８年耐震

工事内容【耐震対策工事】 高調波対策

平成２６年４月１日　建築基準法施行令改正箇所 工事工期【平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日】

戸開走行保護装置の設置 工事内容【耐震対策工事】

安全に係る技術基準

平成２６年４月１日　建築基準法施行令改正箇所

平成２６年４月１日　建築基準法施行令改正箇所 戸開走行保護装置の設置

安全に係る技術基準

平成２６年４月１日　建築基準法施行令改正箇所

戸開走行保護装置の設置

⇒部分的対応可能

戸開走行保護装置の設置

⇒部分的対応可能
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　（建物増築工事に伴う既存遡及要求なし）
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安全に係る技術基準

安全に係る技術基準

⇒部分補強による対応可能

⇒部分補強による対応可能

　（建物増築工事に伴う既存遡及要求なし）

項目 号機 NＯ.１ 項目 号機 NＯ.２・３

用途 寝台用（機械室レス型） 用途 寝台用（機械室レス型）

台数 １台 台数 ２台

制御方式 可変電圧可変周波数制御方式 制御方式 可変電圧可変周波数制御方式

操作方式 乗合全自動方式 操作方式 ２台郡乗合全自動制御方式

積載荷重 １３００ｋｇ 積載荷重 １０００ｋｇ

定員 ２０名 定員 １５名

速度 ６０ m/min 速度 ６０ m/min

停止個所 ３ヶ所 （１～３Ｆ） 停止個所 ６ヶ所 （Ｂ１、１～５Ｆ）

昇降工程 ９４００ｍｍ

戸形式 ３枚戸片引き戸 昇降工程 ２２７００ｍｍ

出入口寸法(mm) 巾　　１７００×高さ２１００mm

カゴ内法(mm) 開口２０００×奥行２５００mm 戸形式 ２枚戸片引き戸

動力電源 ＡＣ３φ ２００Ｖ　６０Ｈｚ 出入口寸法(mm) 巾　１２００×高さ２１００mm

照明電源 ＡＣ１φ １００Ｖ ６０Ｈｚ カゴ内法(mm) 開口１５００×奥行２５００mm

電動機容量 ＡＣ　９．９ ＫＷ 動力電源 ＡＣ３φ ２００Ｖ　６０Ｈｚ

地震 有 （Ｓ波・P波センサー） 照明電源 ＡＣ１φ １００Ｖ ６０Ｈｚ

管制運転 火災 有 電動機容量 ＡＣ　５．６ＫＷ

自家発 有 地震 有 （Ｓ波・P波センサー）

遮煙乗場スクリーン（各階） 管制運転 火災 有

中央監視盤対応 自家発 有

車椅子仕様 遮煙エレベーター乗場戸（各階）

視覚障害者仕様 中央監視盤対応

１９９８年耐震 車椅子仕様

高調波対策 視覚障害者仕様

工事工期【平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日】 １９９８年耐震

工事内容【耐震対策工事】 高調波対策

平成２６年４月１日　建築基準法施行令改正箇所 工事工期【平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日】

戸開走行保護装置の設置 工事内容【耐震対策工事】

安全に係る技術基準 平成２６年４月１日　建築基準法施行令改正箇所

戸開走行保護装置の設置

平成２６年４月１日　建築基準法施行令改正箇所 安全に係る技術基準

平成２６年４月１日　建築基準法施行令改正箇所

戸開走行保護装置の設置

⇒部分的対応可能

戸開走行保護装置の設置

⇒部分的対応可能

安全に係る技術基準

安全に係る技術基準

　（建物増築工事に伴う既存遡及要求なし）

　（建物増築工事に伴う既存遡及要求なし）

⇒部分補強による対応可能

⇒部分補強による対応可能
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項目 号機 NＯ.１・２ 項目 号機 NＯ.Ａ１

用途 ＮＯ．１：乗用（機械室レス型） 台数 １台

ＮＯ．２：寝台用（機械室レス型） 形名 １２００JS-L

台数 2台 制御方式 交流一段速度上下可逆式

制御方式 可変電圧可変周波数制御方式 欄干有効幅 １２００mm

操作方式 ２台群乗合全自動方式 踏段幅 １００４mm

積載荷重 １０００ｋｇ 輸送能力 ９０００人/時

速度 ３０ m/min

定員 １５名 勾配 ３０ 度

階高 ５０００mm

速度 ６０ m/min 動力電源 ＡＣ３φ ２００Ｖ　６０Ｈｚ

停止個所 ＮＯ．１：６ヶ所 （１～６Ｆ） 照明電源 ＡＣ１φ １００Ｖ ６０Ｈｚ

ＮＯ．２：７ヶ所 （１～８、Ｒ１Ｆ） 電動機容量 ＡＣ　７．５ ＫＷ

昇降工程 ＮＯ．１：２０９００ｍｍ 工事工期【-】

ＮＯ．２：２７４００ｍｍ 工事内容【-】

戸形式 ＮＯ．１：２枚戸両引き戸 北館は増築工事対象外

ＮＯ．２：２枚戸片引き戸

出入口寸法(mm) ＮＯ．１：巾　　９００×高さ２１００mm

ＮＯ．２：巾　１２００×高さ２１００mm

カゴ内法(mm) ＮＯ．１：開口１６００×奥行１５００mm

ＮＯ．２：開口１５００×奥行２５００mm 平成２６年４月１日　建築基準法施行令改正箇所

動力電源 ＡＣ３φ ２００Ｖ　６０Ｈｚ

照明電源 ＡＣ１φ １００Ｖ ６０Ｈｚ

電動機容量 ＡＣ　６．２ ＫＷ（１台あたり）

地震 有 （Ｓ波・P波センサー）

管制運転 火災 有

停電 有

自家発 有（NO．２のみ）

遮煙乗場スクリーン（各階）

中央監視盤対応

車椅子仕様

視覚障害者仕様

１９９８年耐震

工事工期【-】

工事内容【-】

北館は増築工事対象外

平成２６年４月１日　建築基準法施行令改正箇所

戸開走行保護装置の設置

安全に係る技術基準

平成２６年４月１日　建築基準法施行令改正箇所

戸開走行保護装置の設置
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平成２６年４月１日　建築基準法施行令改正箇所

⇒部分補強による対応可能

⇒部分補強による対応可能

安全に係る技術基準

⇒部分補強による対応可能



対策済：○　対策要：×　調整要：△　対象外：－

1号機 2号機 3号機 4号機 5号機 6号機 7号機 8号機 11号機

① ○ ○ ○ ○ ○ × - - ○ 1-5号機は行政届出のみ必要

② ○ ○ ○ ○ ○ × - - ○ 1-5号機は行政届出のみ必要

③ - - - - - - - - - 対象外

① ○ ○ ○ ○ ○ × - - ○

② ○ ○ ○ ○ ○ × - - ○

③ ○ ○ ○ ○ ○ × - - ○

【工事概要】

設計製作工期：御発注後120日

工事日数（エレベーター停止期間）：（6号機）約30日

作業時間：9：00～18：00（標準作業時間）

荷物用、自動車用エレベーターの適用除外規定
・令第129条の11（平成25年国告　第1050～1052号）

地震その他震動によって釣合いおもりが脱落する恐れが無い構造
・令第129条の4　第3項　第五号（平成25年国告　第1048号）

地震その他震動に対する構造耐力上の安全性を確かめるための構造
・令第129条の4　第3項　第六号（平成25年国告　第1047号）
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戸開走行保護装置の設置
・令第129条の10　第3項　第一号

安全に係る技術基準（09耐震・煙感知器点検口スイッチ等）
・令第129条の4　第3項　第三号（平成20年国告　第1494号）
・令第129条の4　第3項　第四号（平成20年国告　第1498号）
・令第129条の7　第1項　第五号（平成20年国告　第1495号）
・令第129条の8　第1項　（平成20年国告　第703号）
・令第129条の6　第1項　第一号、第三号（平成20年国告　第1455号）
・令第129条の7　第1項　第一号（平成20年国告　第1454号）
・令第129条の7　第1項　第三号（平成20

地震時管制運転装置
・令第129条の10　第3項　第二号（平成20国告　第1536号）

7、8号機は小荷物専用昇降機につき、既存不適格項目無し

11号機は新法対応済み
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　　対策項目

現状

備考

対策済：○　対策要：×　調整要：△　対象外：－

1号機 2号機 3号機

① ○ ○ -

② × × - レールブラケット追加

③ - - - 対象外

① × × - 基板取替、結線変更等

② ○ ○ -

③ × × -
昇降路内引っ掛かり防止
煙感知器点検スイッチ取付

【工事概要】

設計製作工期：御発注後50日

工事日数（エレベーター停止期間）：各台5日間　計10日間

作業時間：9：00～18：00（土・日工事）

荷物用、自動車用エレベーターの適用除外規定
・令第129条の11（平成25年国告　第1050～1052号）

安全に係る技術基準（09耐震・煙感知器点検口スイッチ等）
・令第129条の4　第3項　第三号（平成20年国告　第1494号）
・令第129条の4　第3項　第四号（平成20年国告　第1498号）
・令第129条の7　第1項　第五号（平成20年国告　第1495号）
・令第129条の8　第1項　（平成20年国告　第703号）
・令第129条の6　第1項　第一号、第三号（平成20年国告　第1455号）
・令第129条の7　第1項　第一号（平成20年国告　第1454号）
・令第129条の7　第1項　第三号（平成20

地震時管制運転装置
・令第129条の10　第3項　第二号（平成20国告　第1536号）
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地震その他震動によって釣合いおもりが脱落する恐れが無い構造
・令第129条の4　第3項　第五号（平成25年国告　第1048号）

地震その他震動に対する構造耐力上の安全性を確かめるための構造
・令第129条の4　第3項　第六号（平成25年国告　第1047号）
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戸開走行保護装置の設置
・令第129条の10　第3項　第一号

3号機は小荷物専用につき、既存不適格項目無し

　　対策項目

現状

備考

対策済：○　対策要：×　調整要：△　対象外：－

1号機 2号機 3号機

① ○ ○ ○

② × × × レールブラケット追加

③ - - - 対象外

① × × × 基板取替、結線変更等

② ○ ○ ○

③ × × ×
昇降路内引っ掛かり防止
煙感知器点検スイッチ取付

【工事概要】

設計製作工期：御発注後90日

工事日数（エレベーター停止期間）：各台5日間　計15日間

作業時間：9：00～18：00（標準作業時間）

地震その他震動によって釣合いおもりが脱落する恐れが無い構造
・令第129条の4　第3項　第五号（平成25年国告　第1048号）

地震その他震動に対する構造耐力上の安全性を確かめるための構造
・令第129条の4　第3項　第六号（平成25年国告　第1047号）

荷物用、自動車用エレベーターの適用除外規定
・令第129条の11（平成25年国告　第1050～1052号）

安全に係る技術基準（09耐震・煙感知器点検口スイッチ等）
・令第129条の4　第3項　第三号（平成20年国告　第1494号）
・令第129条の4　第3項　第四号（平成20年国告　第1498号）
・令第129条の7　第1項　第五号（平成20年国告　第1495号）
・令第129条の8　第1項　（平成20年国告　第703号）
・令第129条の6　第1項　第一号、第三号（平成20年国告　第1455号）
・令第129条の7　第1項　第一号（平成20年国告　第1454号）
・令第129条の7　第1項　第三号（平成20
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戸開走行保護装置の設置
・令第129条の10　第3項　第一号

地震時管制運転装置
・令第129条の10　第3項　第二号（平成20国告　第1536号）
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